
平成２７年９月      

東京税関業務部 

関 係 各 位 

 

輸入公表の一部改正について 

 

 

今般、輸入貿易管理令第３条第１項の規定に基づく輸入公表の一部が以下のとおり改正さ

れましたのでお知らせいたします。（公布：平成２７年９月１８日） 

 

【改正の概要】（別添参照） 

１．シリア制裁措置（国連安保理決議２１９９号の履行） 

「平成２３年３月１５日以降にシリアにおいて不法に取得された文化財」を輸入公表

二の表第１に追加。当該貨物については原則として経済産業大臣による輸入承認が必

要なところ、輸入注意事項を新設し、原則輸入承認を行わないこととした。 

併せて輸入貿易管理令第１４条ただし書の規定に基づく告示を改正。 

 

２．武器類の輸入承認手続の見直し 

輸入公表二の二の表第１に輸入承認の対象から除外する品目を追加。 

 

 ３．中央アフリカ共和国からのダイヤモンド原石の禁輸 

輸入公表三の８の（７）により、キンバリー・プロセス証明書を税関に提出した場合

には輸入承認を不要としているところ、今般、同規定から中央アフリカを原産地又は

船積地域とするものを対象外とする改正が行われた。 

この改正により、同国を原産地又は船積地域とするものについては、輸入公表二の二

の表第１に基づき経済産業大臣による輸入承認が必要となるところ、キンバリー・プ

ロセス証明制度合同作業部会において、同国の取引資格を暫定的に停止することが決

定されているため、輸入注意事項を改正し、同国を原産地又は船積地域とするダイヤ

モンド原石については輸入承認を行わないこととした。 

 

４．その他 

輸入公表三の９の（４）に規定しているルクセンブルクの国名表記の誤りを修正。 

 

 

【施行日】平成２７年９月１８日 

 

○ 添付資料：（別添１）経済産業省告示第１９９号 

（別添２）輸入注意事項２７第１１号 

（別添３）経済産業省告示第２００号 

（別添４）輸入注意事項２７第１３号 

（別添５）輸入注意事項２７第１４号 

（別添６）官報号外第２１５号（抜粋） 

【問合せ先】東京税関業務部通関総括第2部門 

(電話：03-3599-6338)
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に

こ
れ

ら
の

部
分

品

（散
弾

を
含

み
カ

体
並

び
に

こ
れ

ら
の

部
分

品

（散
弾

及
び

カ

ー

ト
、

ー

ト
リ

ッ
ジ

ワ
ッ

ド
を

除
く

。

）

リ
ッ

ジ
ワ

ッ
ド

を
含

む

。

）

9
3
･0
7

刀
剣

や
り

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

武
器

並

○

9
3
･
0
7

刀
剣

や
り

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類
す

る
武

器
並

、
、

、
、

び
に

こ
れ

ら
の

部
分

品

（刀
身

に
限

る

。

）

び
に

こ
れ

ら
の

部
分

品
及

び
さ

や

第
２

（略

）

第
２

（略

）

三

そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
令
第
四

三

そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
令
第
四

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
場
合
は
、

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
場
合
は
、

６
か
ら
８
ま
で
の
貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と
し
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
輸

６
か
ら
８
ま
で
の
貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と
し
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
輸

入
の
承
認
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
べ

入
の
承
認
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
べ

き
手
続
は
、
６
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て
の
６
の

か
ら

ま

き
手
続
は
、
６
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て
の
６
の

か
ら

ま

(1)

(3)

(1)

(3)

で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
大
臣
の
確
認
、
７
の
貨
物
を
輸
入

で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
大
臣
の
確
認
、
７
の
貨
物
を
輸
入

す
る
場
合
に
お
い
て
の
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
又
は
８
の
貨
物
を
輸
入
す

す
る
場
合
に
お
い
て
の
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
又
は
８
の
貨
物
を
輸
入
す

る
場
合
に
お
い
て
の
８
の

か
ら

ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定

る
場
合
に
お
い
て
の
８
の

か
ら

ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定

(1)

(9)

(1)

(9)

め
る
書
類
の
税
関
へ
の
提
出
と
す
る
。

め
る
書
類
の
税
関
へ
の
提
出
と
す
る
。

１
～
７

（
略
）

１
～
７

（
略
）

８

次
の

か
ら

ま
で
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
は
、
関
税
法
（
昭
和

８

次
の

か
ら

ま
で
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
は
、
関
税
法
（
昭
和

(1)

(9)

(1)

(9)

二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
六
十
七
条
の
許
可
（
輸
入
の
許
可
前

二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
六
十
七
条
の
許
可
（
輸
入
の
許
可
前

に
貨
物
を
引
き
取
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の

に
貨
物
を
引
き
取
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の

承
認
、
保
税
蔵
置
場
又
は
保
税
工
場
に
貨
物
を
入
れ
よ
う
と
す
る
と
き

承
認
、
保
税
蔵
置
場
又
は
保
税
工
場
に
貨
物
を
入
れ
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準

は
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
）
を
受
け
る
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ

か

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
）
を
受
け
る
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ

か

(1)

(1)

ら

ま
で
に
定
め
る
書
類
を
税
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら

ま
で
に
定
め
る
書
類
を
税
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(9)

(9)



～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(6)

(1)

(6)

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
（
関
税
率
表
第
七
一
〇
二
・
一
〇
号
、
第
七
一
〇

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
（
関
税
率
表
第
七
一
〇
二
・
一
〇
号
、
第
七
一
〇

(7)

(7)

二
・
二
一
号
及
び
第
七
一
〇
二
・
三
一
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
し

二
・
二
一
号
及
び
第
七
一
〇
二
・
三
一
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
し

、
か
つ
、
そ
の
容
器
又
は
包
装
が
開
い
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、

、
か
つ
、
そ
の
容
器
又
は
包
装
が
開
い
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
容
器
又
は
包
装
に
開
か
れ
た
跡
が
な
い
も
の
に
限
る
。
た
だ
し

そ
の
容
器
又
は
包
装
に
開
か
れ
た
跡
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
つ

、
中
央
ア
フ
リ
カ
を
原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
も
の
を
除
く
。

い
て
は
、
平
成
十
四
年
十
一
月
五
日
に
イ
ン
タ
ー
ラ
ー
ケ
ン
で
採
択

）
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
十
一
月
五
日
に
イ
ン
タ
ー
ラ
ー
ケ
ン

さ
れ
た
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
原
石
の
国
際
証
明
制
度
に
基
づ
き
船
積
地
域

で
採
択
さ
れ
た
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
原
石
の
国
際
証
明
制
度
に
基
づ
き
船

に
係
る
国
又
は
地
域
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
キ
ン
バ
リ
ー
・
プ
ロ
セ

積
地
域
に
係
る
国
又
は
地
域
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
キ
ン
バ
リ
ー
・

ス
証
明
書
（
当
該
証
明
書
に
係
る
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
当
該
制
度
に
基

プ
ロ
セ
ス
証
明
書
（
当
該
証
明
書
に
係
る
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
当
該
制

づ
き
取
り
扱
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
い
う
。
）

度
に
基
づ
き
取
り
扱
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
い

う
。
）

・

（
略
）

・

（
略
）

(8)

(9)

(8)

(9)

９

～

（
略
）

９

～

（
略
）

(1)

(3)

(1)

(3)

二
の
表
の第

２

の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
附
属
書
Ａ
か
ら
Ｃ
ま

二
の
表
の第

２

の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
附
属
書
Ａ
か
ら
Ｃ
ま

(4)

(4)

で
及
び
Ｅ
に
掲
げ
る
物
質
並
び
に
同
議
定
書
附
属
書
Ｄ
に
掲
げ
る
製

で
及
び
Ｅ
に
掲
げ
る
物
質
並
び
に
同
議
定
書
附
属
書
Ｄ
に
掲
げ
る
製

品
の
二
号
承
認
を
要
し
な
い
国
又
は
地
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

品
の
二
号
承
認
を
要
し
な
い
国
又
は
地
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。

。

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
ア
ン
ド
ラ

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
ア
ン
ド
ラ

、
ア
ン
ゴ
ラ
、
ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、

、
ア
ン
ゴ
ラ
、
ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、

ア
ル
メ
ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ア
ゼ
ル
バ
イ

ア
ル
メ
ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ア
ゼ
ル
バ
イ

ジ
ャ
ン
、
バ
ハ
マ
、
バ
ー
レ
ー
ン
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
バ
ル
バ
ド

ジ
ャ
ン
、
バ
ハ
マ
、
バ
ー
レ
ー
ン
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
バ
ル
バ
ド

ス
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ベ
リ
ー
ズ
、
ベ
ナ
ン
、
ブ
ー
タ
ン

ス
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ベ
リ
ー
ズ
、
ベ
ナ
ン
、
ブ
ー
タ
ン

、
ボ
リ
ビ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ボ
ツ
ワ
ナ
、
ブ
ラ

、
ボ
リ
ビ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ボ
ツ
ワ
ナ
、
ブ
ラ

ジ
ル
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
ブ
ル
ン
ジ

ジ
ル
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
ブ
ル
ン
ジ

、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
カ
ナ
ダ
、

、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
カ
ナ
ダ
、

カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ
、
中
央
ア
フ
リ
カ
、
チ
ャ
ド
、
チ
リ
、
中
華
人
民

カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ
、
中
央
ア
フ
リ
カ
、
チ
ャ
ド
、
チ
リ
、
中
華
人
民

共
和
国
（
香
港
及
び
マ
カ
オ
を
含
む
。
）
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
モ
ロ

共
和
国
（
香
港
及
び
マ
カ
オ
を
含
む
。
）
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
モ
ロ

、
コ
ン
ゴ
共
和
国
、
ク
ッ
ク
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ
ュ

、
コ
ン
ゴ
共
和
国
、
ク
ッ
ク
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ
ュ

ー
バ
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
北
朝
鮮
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
デ

ー
バ
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
北
朝
鮮
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
デ

ン
マ
ー
ク
、
ジ
ブ
チ
、
ド
ミ
ニ
カ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド

ン
マ
ー
ク
、
ジ
ブ
チ
、
ド
ミ
ニ
カ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド



ル
、
エ
ジ
プ
ト
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
赤
道
ギ
ニ
ア
、
エ
リ
ト
リ
ア

ル
、
エ
ジ
プ
ト
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
赤
道
ギ
ニ
ア
、
エ
リ
ト
リ
ア

、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
ソ
マ
リ
ア
、
フ
ィ
ジ
ー
、
フ
ィ
ン

、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
ソ
マ
リ
ア
、
フ
ィ
ジ
ー
、
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ガ
ボ
ン
、
ガ
ン
ビ
ア
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ド
イ

ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ガ
ボ
ン
、
ガ
ン
ビ
ア
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ド
イ

ツ
、
ガ
ー
ナ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
グ
レ
ナ
ダ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ギ
ニ
ア
、

ツ
、
ガ
ー
ナ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
グ
レ
ナ
ダ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ギ
ニ
ア
、

ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ
、
ガ
イ
ア
ナ
、
ハ
イ
チ
、
バ
チ
カ
ン
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ

ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ
、
ガ
イ
ア
ナ
、
ハ
イ
チ
、
バ
チ
カ
ン
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ

ス
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

ス
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
タ
リ
ア
、

イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
タ
リ
ア
、

ジ
ャ
マ
イ
カ
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
ケ
ニ
ア
、
キ
リ
バ
ス

ジ
ャ
マ
イ
カ
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
ケ
ニ
ア
、
キ
リ
バ
ス

、
ク
ウ
ェ
ー
ト
、
キ
ル
ギ
ス
、
ラ
オ
ス
、
ラ
ト
ビ
ア
、
レ
バ
ノ
ン
、

、
ク
ウ
ェ
ー
ト
、
キ
ル
ギ
ス
、
ラ
オ
ス
、
ラ
ト
ビ
ア
、
レ
バ
ノ
ン
、

レ
ソ
ト
、
リ
ベ
リ
ア
、
リ
ビ
ア
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
リ
ト
ア

レ
ソ
ト
、
リ
ベ
リ
ア
、
リ
ビ
ア
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
リ
ト
ア

ニ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
ラ
ウ
イ
、
マ
レ
ー

ニ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
ラ
ウ
イ
、
マ
レ
ー

シ
ア
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
マ
リ
、
マ
ル
タ
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
モ
ー
リ
タ

シ
ア
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
マ
リ
、
マ
ル
タ
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
モ
ー
リ
タ

ニ
ア
、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
、
メ
キ
シ
コ
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
モ
ナ
コ
、

ニ
ア
、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
、
メ
キ
シ
コ
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
モ
ナ
コ
、

モ
ン
ゴ
ル
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
モ
ロ
ッ
コ
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
ミ
ャ

モ
ン
ゴ
ル
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
モ
ロ
ッ
コ
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
、
ナ
ミ
ビ
ア
、
ナ
ウ
ル
、
ネ
パ
ー
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ニ
ュ
ー

ン
マ
ー
、
ナ
ミ
ビ
ア
、
ナ
ウ
ル
、
ネ
パ
ー
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
ニ

ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
ニ

ウ
エ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
オ
マ
ー
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
パ
ラ
オ
、
パ
ナ

ウ
エ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
オ
マ
ー
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
パ
ラ
オ
、
パ
ナ

マ
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
ペ
ル
ー
、
フ
ィ
リ
ピ

マ
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
ペ
ル
ー
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
カ
タ
ー
ル
、
大
韓
民
国
、
モ
ル

ン
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
カ
タ
ー
ル
、
大
韓
民
国
、
モ
ル

ド
バ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ロ
シ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、
セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ

ド
バ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ロ
シ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、
セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ

ァ
ー
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ス
、
セ
ン
ト
ル
シ
ア
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
、
サ

ァ
ー
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ス
、
セ
ン
ト
ル
シ
ア
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
、
サ

モ
ア
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ

モ
ア
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ

ア
、
セ
ネ
ガ
ル
、
セ
ル
ビ
ア
、
セ
ー
シ
ェ
ル
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
シ

ア
、
セ
ネ
ガ
ル
、
セ
ル
ビ
ア
、
セ
ー
シ
ェ
ル
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ソ
ロ
モ
ン
、
南
ア
フ

ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ソ
ロ
モ
ン
、
南
ア
フ

リ
カ
共
和
国
、
南
ス
ー
ダ
ン
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ス
ー
ダ

リ
カ
共
和
国
、
南
ス
ー
ダ
ン
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ス
ー
ダ

ン
、
ス
リ
ナ
ム
、
ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
シ

ン
、
ス
リ
ナ
ム
、
ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
シ

リ
ア
、
台
湾
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
タ
イ
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ
ー
ゴ
ス

リ
ア
、
台
湾
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
タ
イ
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ビ
ア
共
和
国
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
ト
ー
ゴ
、
ト
ン
ガ
、
ト
リ
ニ
ダ

ラ
ビ
ア
共
和
国
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
ト
ー
ゴ
、
ト
ン
ガ
、
ト
リ
ニ
ダ

ー
ド
・
ト
バ
ゴ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ト
ル
コ
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、

ー
ド
・
ト
バ
ゴ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ト
ル
コ
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、

ツ
バ
ル
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
英
国

ツ
バ
ル
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
英
国

、
タ
ン
ザ
ニ
ア
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス

、
タ
ン
ザ
ニ
ア
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス



タ
ン
、
バ
ヌ
ア
ツ
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
エ
メ
ン
、
ザ
ン

タ
ン
、
バ
ヌ
ア
ツ
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
エ
メ
ン
、
ザ
ン

ビ
ア
、
ジ
ン
バ
ブ
エ

ビ
ア
、
ジ
ン
バ
ブ
エ

・

（
略
）

・

（
略
）

(5)

(6)

(5)

(6)



経 済 産 業 省 

2 0 1 5 0 9 0 7 貿 局 第 １ 号 

輸入注意事項２７第１１号 

経済産業省貿易経済協力局 

「『平成２３年３月１５日以降にシリアにおいて不法に取得された文化財（三の６の

(2)に掲げる特定外国文化財及び三の６の(3)に掲げる被占領地域流出文化財を除く。）』

の二号承認制移行について」を次のとおり制定する。 

平成２７年９月１８日 

経済産業省貿易経済協力局長 寺澤 達也 

「平成２３年３月１５日以降にシリアにおいて不法に取得された文化

財（三の６の(2)に掲げる特定外国文化財及び三の６の(3)に掲げる被

占領地域流出文化財を除く。）」の二号承認制移行について 

平成２７年９月１８日付け経済産業省告示第１９９号（輸入公表の一部を改正する告

示）により、平成２３年３月１５日以降にシリアにおいて不法に取得された文化財（三

の６の(2)に掲げる特定外国文化財及び三の６の(3)に掲げる被占領地域流出文化財を

除く。）の輸入については、二号承認制に移行しました。 

なお、当該二号承認制の対象となる「シリアからの不法に取得された文化財」の関連

情報については、下記に掲げるホームページ等に掲載され、随時更新される予定ですが、

本措置は国際連合安全保障理事会決議第２１９９号に基づくものであり、原則、輸入の

承認は行いませんので、十分ご注意ください。 

記 

●文化庁ホームページ（http://www.bunka.go.jp/）

  文化庁＞文化財＞文化財の国際交流・協力＞文化財不法輸出入禁止条約と国内実施法 

〈シリア盗難文化財に関する問合せ先〉 

文化庁文化財部伝統文化課 

03－5253－4111 内線 2870 

（別添２）



 

 〈当該貨物の輸入承認に関する問合せ（原則、承認は行いません。）〉 

   経済産業省貿易経済協力局貿易管理部審査課 

   03－3501－1511 内線 3251 



○
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
号

輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四
号
）
第
十
四
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
七
年
経
済

産
業
省
告
示
第
百
六
十
号
（
輸
入
貿
易
管
理
令
第
十
四
条
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
場
合
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

宮
沢

洋
一

第
二
号
中
「第

１

」
を
「第

１
のイ

ラ
ク

の
項
に
掲
げ
る
貨
物
を
い
う
。
）
、
同
理
事
会
決
議
第
二
千
百
九
十
九
号
に
定
め

る
シ
リ
ア
に
お
い
て
不
法
に
取
得
さ
れ
た
文
化
財
（
輸
入
公
表
二
の
表
の第

１

のシ
リ

ア

の
項
の項

目
番

号

の
欄
の２

」
に
、

「
場
合
。
」
を
「
場
合
」
に
改
め
る
。

第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
中
「
場
合
。
」
を
「
場
合
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
号
の
改
正
規
定
は
、
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条

約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（別添３）



新

旧

対

照

表

○
輸
入
貿
易
管
理
令
第
十
四
条
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
場
合
（
平
成
二
十
七
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
六
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

二

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
四
百
八
十
三
号
に
定
め
る
イ
ラ

二

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
四
百
八
十
三
号
に
定
め
る
イ
ラ

ク
に
お
い
て
不
法
に
取
得
さ
れ
た
文
化
財
（
輸
入
公
表
二
の
表
の第
１

の

ク
に
お
い
て
不
法
に
取
得
さ
れ
た
文
化
財
（
輸
入
公
表
二
の
表
の第

１

に

イ
ラ

ク

の
項
に
掲
げ
る
貨
物
を
い
う
。
）
、
同
理
事
会
決
議
第
二
千
百
九

掲
げ
る
貨
物
を
い
う
。
）
、
文
化
財
の
不
法
な
輸
入
、
輸
出
及
び
所
有
権

十
九
号
に
定
め
る
シ
リ
ア
に
お
い
て
不
法
に
取
得
さ
れ
た
文
化
財
（
輸
入

移
転
を
禁
止
し
及
び
防
止
す
る
手
段
に
関
す
る
条
約
に
定
め
る
盗
取
さ
れ

公
表
二
の
表
の第

１

のシ
リ

ア
の
項
の項

目
番

号

の
欄
の２

に
掲
げ
る
貨

た
外
国
文
化
財
（
輸
入
公
表
三
の
６
の

に
掲
げ
る
貨
物
を
い
う
。
）
又

(2)

物
を
い
う
。
）
、
文
化
財
の
不
法
な
輸
入
、
輸
出
及
び
所
有
権
移
転
を
禁

は
武
力
紛
争
の
際
の
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
条
約
、
武
力
紛
争
の
際
の

止
し
及
び
防
止
す
る
手
段
に
関
す
る
条
約
に
定
め
る
盗
取
さ
れ
た
外
国
文

文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
議
定
書
及
び
千
九
百
九
十
九
年
三
月
二
十
六
日

化
財
（
輸
入
公
表
三
の
６
の

に
掲
げ
る
貨
物
を
い
う
。
）
又
は
武
力
紛

に
ハ
ー
グ
で
作
成
さ
れ
た
武
力
紛
争
の
際
の
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
千

(2)

争
の
際
の
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
条
約
、
武
力
紛
争
の
際
の
文
化
財
の

九
百
五
十
四
年
の
ハ
ー
グ
条
約
の
第
二
議
定
書
に
定
め
る
占
領
地
域
の
文

保
護
に
関
す
る
議
定
書
及
び
千
九
百
九
十
九
年
三
月
二
十
六
日
に
ハ
ー
グ

化
財
（
輸
入
公
表
三
の
６
の

に
掲
げ
る
貨
物
を
い
う
。
）
を
輸
入
し
よ

(3)

で
作
成
さ
れ
た
武
力
紛
争
の
際
の
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
千
九
百
五
十

う
と
す
る
場
合
。

四
年
の
ハ
ー
グ
条
約
の
第
二
議
定
書
に
定
め
る
占
領
地
域
の
文
化
財
（
輸

入
公
表
三
の
６
の

に
掲
げ
る
貨
物
を
い
う
。
）
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る

(3)

場
合

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

六

キ
ン
バ
リ
ー
プ
ロ
セ
ス
認
証
制
度
に
定
め
る
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
（
輸
入
公

六

キ
ン
バ
リ
ー
プ
ロ
セ
ス
認
証
制
度
に
定
め
る
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
（
輸
入
公

表
二
の
二
の
表
の第
１

の7
1
0
2

・1
0

か
ら7

10
2

・31

ま
で
の
項
及
び
三
の

表
二
の
二
の
表
の第

１

の7
1
0
2

・1
0

か
ら7

1
0
2

・3
1

ま
で
の
項
及
び
三
の

８
の

に
掲
げ
る
貨
物
を
い
う
。
）
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合

８
の

に
掲
げ
る
貨
物
を
い
う
。
）
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
。

(7)

(7)

七

（
略
）

七

（
略
）

八

残
留
性
有
機
汚
染
物
質
に
関
す
る
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
条
約
に
定
め
る
も

八

残
留
性
有
機
汚
染
物
質
に
関
す
る
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
条
約
に
定
め
る
も

の
（
輸
入
公
表
二
の
二
の
表
の第

２

の４

に
掲
げ
る
貨
物
及
び
輸
入
公
表

の
（
輸
入
公
表
二
の
二
の
表
の第

２

の４

に
掲
げ
る
貨
物
及
び
輸
入
公
表

三
の
８
の

に
掲
げ
る
貨
物
（
同
条
約
の
附
属
書
Ａ
又
は
附
属
書
Ｂ
に
掲

三
の
８
の

に
掲
げ
る
貨
物
（
同
条
約
の
附
属
書
Ａ
又
は
附
属
書
Ｂ
に
掲

(8)

(8)

げ
る
化
学
物
質
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
を
輸
入
し
よ

げ
る
化
学
物
質
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
を
輸
入
し
よ

う
と
す
る
場
合

う
と
す
る
場
合
。



九

水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約
に
定
め
る
水
銀
（
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約

九

水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約
に
定
め
る
水
銀
（
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約

に
係
る
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
船
積
地
域
そ
の
他
貨
物
の
輸

に
係
る
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
船
積
地
域
そ
の
他
貨
物
の
輸

入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
公
表
（
平
成
二
十
七
年
経
済
産
業
省
告
示
第

入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
公
表
（
平
成
二
十
七
年
経
済
産
業
省
告
示
第

百
五
十
九
号
。
以
下
「
水
俣
条
約
に
係
る
輸
入
公
表
」
と
い
う
。
）
第
一

百
五
十
九
号
。
以
下
「
水
俣
条
約
に
係
る
輸
入
公
表
」
と
い
う
。
）
第
一

号
に
掲
げ
る
貨
物
を
い
う
。
）
又
は
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に

号
に
掲
げ
る
貨
物
を
い
う
。
）
又
は
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
二
号
）
に
定
め
る
特
定
水
銀

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
二
号
）
に
定
め
る
特
定
水
銀

使
用
製
品
及
び
こ
れ
を
部
品
と
し
て
使
用
す
る
製
品
（
水
俣
条
約
に
係
る

使
用
製
品
及
び
こ
れ
を
部
品
と
し
て
使
用
す
る
製
品
（
水
俣
条
約
に
係
る

輸
入
公
表
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
を
い
う
。
）
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場

輸
入
公
表
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
を
い
う
。
）
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場

合

合
。



経 済 産 業 省 

2 0 1 5 0 9 0 7 貿 局 第 １ 号 

輸入注意事項２７第１３号

経済産業省貿易経済協力局

「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認につ

いて」の一部を改正する規程を次のとおり制定する。

平成２７年９月１８日

経済産業省貿易経済協力局長 寺澤 達也

「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入

の承認について」の一部改正について

「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認につい

て」（平成１９年３月７日付け輸入注意事項１９第８号）の一部を別紙の新旧対照表の

とおり改正し、平成２７年９月１８日から施行する。

（別添４）



（
別
 
紙
）

 
「

機
械
類

並
び
に
武
器
及
び
銃
砲
弾
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品
の
輸
入
の
承
認
に
つ
い
て
」
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
表
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 
○

機
械
類
並
び
に
武
器
及
び
銃
砲
弾
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品
の
輸
入
の
承
認
に
つ
い
て
（
平
成
１
９
年
３
月
７
日
付
け
輸
入
注
意
事
項
１
９
第
８
号
）

 
改
 
正
 
後

 
現
 
 
 
行

 
平

成
１
９
年
３
月
６
日
付
け
経
済
産
業
省
告
示
第
４
９

号
（
輸
入
公
表
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
）

に
よ
り
、
下
記
１
に
掲
げ
る
機
械
類
並
び
に
武
器
及
び
銃
砲
弾
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及

び
附

属
品
の
輸
入
に
係
る
二
の
二
号
承
認
（
輸
入
貿
易
管
理
令
第
４
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に

よ
る

輸
入
の
承
認
（
全
地
域
を
原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の
輸
入
に
係
る
承
認
に
限

る
。

）
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
９
年
４
月
１
日
以
降
は
、
下
記
に
よ
り
行
い
ま
す
。
 

 

記
 

 

１
 
対
象
品
目
 

関
税
率
表

の
番
号
等
 

品
 

 
 

 
 
目
 

備
 
 
 
 
 
考
 

8
4
・
1
1 

・
軍
用
航

空
機
用
原
動
機
（
部
分
品
を
除

く
。
）
 

 

8
4
1
2
・
1
0 
・
軍
用
航

空
機
用
原
動
機
 

 

8
4
1
2
・
3
9 
・
軍
用
航

空
機
用
原
動
機
 

 

8
4
1
2
・
8
0 
・
軍
用
航

空
機
用
原
動
機
 

 

8
7
・
1
0 

・
戦
車
そ

の
他
の
装
甲
車
両
（
自
走
式
の

も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
武
器
を
装
備

し
て
い
る
か
い
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）

及
び
そ
の
部
分
品
 

 

8
8
・
0
2 

・
軍
用
航

空
機
（
関
税
率
表
第
８
８
０
２
・

６
０
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
 

 

8
9
・
0
6 

・
軍
艦
 

 

9
3
・
0
1 

・
軍
用
の

武
器
 

 

9
3
・
0
2 

・
け
ん
銃
 

 

9
3
・
0
3 

・
そ
の
他

の
火
器
及
び
こ
れ
に
類
す
る
器

具
で
発
射
火
薬
に
よ
り
作
動
す
る
も
の
 

 

9
3
・
0
4 

・
そ
の
他

の
武
器
 

 

平
成
１
９
年
３
月
６
日
付
け
経
済
産
業
省
告
示
第
４
９
号
（
輸
入
公
表
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
）
に
よ
り
、
下
記

１
に
掲
げ
る
機
械
類
並
び
に
武
器
及
び
銃
砲
弾
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及

び
附
属
品
の
輸
入
に

係
る
二
の
二
号
承
認
（
輸
入
貿
易
管
理
令
第
４
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に

よ
る
輸
入
の
承
認
（

全
地
域
を
原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の
輸
入
に
係
る
承
認
に
限

る
。
）
を
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
平
成
１
９
年
４
月
１
日
以
降
は
、
下
記
に
よ
り
行
い
ま
す
。
 

 

記
 

 

１
 
対
象
品
目
 

関
税
率
表
の
番
号
等
 

品
 
 
 
 
 
目
 

８
４
・
１
１
 

・
軍
用
航
空
機
用
原
動
機
（
部
分
品
を
除
く
。
）
 

 

８
４
１
２
・
１
０
 

・
軍
用
航
空
機
用
原
動
機
 

８
４
１
２
・
３
９
 

・
軍
用
航
空
機
用
原
動
機
 

８
４
１
２
・
８
０
 

・
軍
用
航
空
機
用
原
動
機
 

８
７
・
１
０
 

・
戦
車
そ
の
他
の
装
甲
車
両
（
自
走
式
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、

武
器
を
装
備
し
て
い
る
か
い
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
及
び
そ

の
部
分
品
 

 

８
８
・
０
２
 

・
軍
用
航
空
機
（
関
税
率
表
第
８
８
０
２
・
６
０
号
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）
 

８
９
・
０
６
 

・
軍
艦
 

９
３
・
０
１
 

・
軍
用
の
武
器
 

９
３
・
０
２
 

・
け
ん
銃
 

９
３
・
０
３
 

・
そ
の
他
の
火
器
及
び
こ
れ
に
類
す
る
器
具
で
発
射
火
薬
に
よ
り

作
動
す
る
も
の
 

９
３
・
０
４
 

・
そ
の
他
の
武
器
 



9
3
・
0
5 

・
関
税
率

表
第
９
３
・
０
１
項
か
ら
第
９

３
・
０
４
項
ま
で
の
物
品
の
部
分
品
及

び
附
属
品
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
 

イ
 

関
税
率
表
第
９
３
０
５
・
９
９
号

で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
、
ゴ

ム
製
、
革
製
、
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
レ

ザ
ー
製
又
は
紡
織
用
繊
維
製
の
も

の
 

ロ
 

三
脚
そ
の
他
の
特
殊
な
支
持
具
 

ハ
 

銃
用
の
つ
り
帯
及
び
バ
ン
ド
並

び
に
銃
身
又
は
銃
床

の
環
 

ニ
 

銃
の
反
動
吸
収
器
で
取
り
外
し

が
で

き
る

も
の
 

ホ
 

撃
針
を
保
護
す
る
た
め
の
空
撃

ち
ケ
ー
ス
 

 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
 

・
一
脚
／
モ
ノ
ポ
ッ
ド
、
二
脚
／
バ

イ
ポ
ッ
ド
、
三
脚
／
ト
リ
ポ
ッ
ド

に
類
す
る
も
の
 

・
レ
ス
ト
、
台
座
、
ベ
ン
チ
レ
ス
ト
、

サ
ン
ド
バ

ッ
グ
、
シ
ュ
ー
テ
ィ
ン

グ
レ
ス
ト
、
シ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
バ

ッ
グ
に
類
す
る
も
の
 

・
ス
コ
ー
プ
リ
ン
グ
、
ス
コ
ー
プ
マ

ウ
ン
ト
に
類
す
る
も
の
 

・
ベ
ー
ス
、
マ
ウ
ン
ト
レ
ー
ル
、
マ

ウ
ン
ト
ベ

ー
ス
、
レ
ー
ル
ベ
ー
ス

に
類
す
る
も
の
 

・
ス
リ
ン
グ
、
ス
リ
ン
グ
ス
イ
ー
ベ

ル
 

・
シ
ェ
ル
バ
ン
ド
、
シ
ェ
ル
ホ
ル
ダ

ー
、
ブ
レ
ッ
ト
バ
ン
ド
に
類
す
る

も
の
 

・
リ
コ
イ
ル
パ
ッ
ド
 

・
ス
ナ
ッ
プ
キ
ャ
ッ
プ
 

9
3
・
0
6 

・
爆
弾
、

手
り
ゅ
う
弾
、
魚
雷
、
機
雷
、

ミ
サ
イ
ル
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物

品
及
び
こ
れ
ら
の
部
分
品
並
び
に
弾
薬

筒
そ
の
他
の
銃
砲
弾
及
び

発
射

体
並
び

に
こ
れ
ら
の
部
分
品
（
散
弾
を
含
み
、

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
ワ
ッ
ド
を
除
く
。
）
 

 

9
3
・
0
7 

・
刀
、
剣

、
や
り
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
武
器
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
（
刀

身
に
限
る
。
）
 

 

２
 
申

請
者
の
資
格
 

 
（

１
）
～
（
８
）
 
（

略
）
 

（
９

）
上
記
（
１
）
か
ら
（
８
）
ま
で
に
掲
げ
る
貨
物
以
外
の
貨
物
（
関
税
率
表
の
第
９
３
・

９
３
・
０
５
 

・
関
税
率
表
第
９
３
・
０
１
項
か
ら
第
９
３
・
０
４
項
ま
で
の
物

品
の
部
分
品
及
び
附
属
品
 

  

（
関
税
率
表
第
９
３
０
５
・
９
９
号
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
、
ゴ
ム
製
、
革
製
、
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
レ
ザ
ー
製
又
は
紡

織
用
繊
維
製
の
も
の
を
除
く
。
）
 

              

９
３
・
０
６
 

・
爆
弾
、
手
り
ゅ
う
弾
、
魚
雷
、
機
雷
、
ミ
サ
イ
ル
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
物
品
及
び
こ
れ
ら
の
部
分
品
並
び
に
弾
薬
筒
そ
の

他
の
銃
砲
弾
及
び
発
射
体
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
（
散
弾
及

び
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
ワ
ッ
ド
を
含
む
。
）
 

  

９
３
・
０
７
 

・
刀
、
剣
、
や
り
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
武
器
並
び
に
こ
れ
ら

の
部
分
品
及
び
さ
や
 

 

２
 
申
請
者
の
資
格
 

 
（
１
）
～
（
８
）
 
（
略
）
 

（
９
）
上
記
（
１

）
か
ら
（
８
）
ま
で
に
掲
げ
る
貨
物
以
外
の
貨
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
貨
物



０
３
項
、
第
９

３
・
０

４
項
、
第

９
３
・

０
５

項
又
は
第
９

３
・
０
７
項
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
銃
刀
法
第
４
条

第
１
項
の
所
持
許
可
の
対
象
で
な
い
も

の
）
に
あ
っ
て

は
、
当
該

貨
物

を
輸
入

し
よ

う
と

す
る
者
（
第
９
３
・
０
５
項
に
該
当
す

る
部
分
品
又
は
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
部
分

品
又
は
附
属
品
の
本
体
が
同
法
の
所
持

許
可
の
対
象
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）
 

（
注
：
例
え
ば
、
ス
タ

ー
タ
ピ

ス
ト
ル
、
護

身
棒
、
投
石
機
、
水
中
銃
、
ス
タ
ン
ガ
ン
、

ヌ
ン
チ
ャ

ク
ナ
イ
フ
等
（
い
ず
れ

も
同
法
の
所
持
許
可
の
対
象
で
な
い
も
の
に
限

る
。
）
を

輸
入
す
る
場
合
が
該
当
）
 

３
・
４

 
（
略
）
 

［
別

紙
様
式
１
］
～
［
別
紙
様
式
３
］
 
（

略
）
 

 

を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
 

       

３
・
４
 
（
略
）
 

［
別
紙
様
式
１
］
～

［
別
紙
様
式
３
］
 
（
略
）
 

 



経 済 産 業 省 

2 0 1 5 0 9 0 7 貿局第１号 

輸入注意事項２７第１４号 

経済産業省貿易経済協力局 

 「ダイヤモンド原石の輸入について」の一部を改正する規程を次のとおり制定する。

平成２７年９月１８日

経済産業省貿易経済協力局長 寺澤 達也

「ダイヤモンド原石の輸入について」の一部改正について

「ダイヤモンド原石の輸入について」（平成１４年１２月２７日付け・平成14･12･18

貿局第１号・輸入注意事項１４第６８号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、

平成２７年９月１８日から施行する。

（別添５）



（
別
紙
）

「
ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
原
石
の

輸
入
に
つ
い
て
」
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
表
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

○
ダ

イ
ヤ

モ
ン
ド
原
石
の
輸
入
に
つ
い
て
（
平
成

１
４

年
１
２
月
２
７
日
付
け
・
平
成

1
4
･
1
2
･1
8
貿
局
第
１
号
・
輸
入
注

意
事
項
１
４
第
６
８
号
）

改
 
正
 
後

現
 
 
 
行

平
成

１
４
年
１
２
月
２
７
日
付
け
経
済
産
業
省
告
示
第

４
４
３
号
（
輸
入
公
表
の
一
部
を
改
正

す
る

告
示
）
に
よ
り
上
記

貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
は
平
成
１
５
年
１
月
１
０
日
以
降
、
下
記
の
と

お
り

と
し
ま
す
。
 

た
だ

し
、
平
成
１
５

年
１
月
１
０
日
以
降
当
該
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
貨

物
が

平
成
１
５
年
１
月
９
日
以
前
に
船
積
み
さ
れ
た
場
合
に
は
、
下
記
の
手
続
は
適
用
し
な
い
こ

と
と

し
ま
す
が
、
こ
の
場
合
に
は
当
該
貨
物
が
平
成
１
５
年
１
月
９
日
以
前
に
船
積
み
さ
れ
た
こ

と
を

証
す
る
書
類
（
船
荷

証
券
又
は
航
空
機
の
場
合
は
Ａ
ｉ
ｒ
－
Ｗ
ａ
ｙ
ｂ
ｉ
ｌ
ｌ
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず

る
書

類
)
を
併
せ
て
税
関

に
提
出

し
て
く

だ
さ

い
。
 

な
お

、
平
成
１
２
年

８
月
２
５
日
付
け
輸
入
注
意
事
項
１
２
第
５
８
号
(シ

エ
ラ
レ
オ
ネ
を
原

産
地

と
す
る
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
の
二
号

承
認
制
移
行
に

つ
い

て
)
及
び
平
成
１

３
年
６
月
１
日
付

け

輸
入

注
意
事
項
１
３

第
１
２
号

(
リ
ベ
リ
ア
を

原
産
地
又

は
船
積
地

域
と
す
る
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド

の

二
号

承
認
制
移
行
に
つ
い
て
)は

、
平
成
１
５
年
１
月
９
日
限
り
で
廃
止
し
ま
す
。
 

記

１
 

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
原
石
の
国
際
証
明
制
度
に
つ
い
て
 

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
不
正
取
引
が
世
界
各
地
の
紛
争
の
資
金
源
に
な
っ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、

平
成

１
４
年

1
1
月
５
日
ス
イ
ス
・
イ
ン
タ
ー
ラ
ー
ケ
ン
に
お
い
て
、
不
正
に
取
得
さ
れ
た
ダ

イ
ヤ

モ
ン
ド
原
石
の

輸
出
入
を
規
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
国
際
的
な
証
明
制
度
(以

下

「
キ

ン
バ
リ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
証
明
制
度
」
)
が
採

択
さ
れ
、
平
成
１
５
年
１
月
か
ら
ス
タ
ー
ト

す
る

こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
当
該
制
度
に
お
い
て
は
、

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
原
石
の
輸
入
に
際
し
、

①
船

積
地
域
に
係
る

国
又
は
地
域
に
お
い
て
発
行
さ
れ

た
当
該
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
原
石
が
当
該

制
度

に
基
づ
き
取
り
扱
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
(
以
下
「
キ
ン
バ
リ
ー
・
プ

ロ
セ

ス
証
明
書
」
)
が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
原
石
の
輸
入
が
密
封
さ
れ

た
容

器
に
て
行
わ
れ

る
こ
と
、
③
非
参
加
国
か
ら
の
輸
入
を
行
わ
な
い
こ
と
が
義
務
と
さ
れ
て

い
ま

す
。
な
お
、
中
央

ア
フ
リ
カ
を
原
産
地
又
は
船
積

地
域
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
併
せ

て
キ

ン
バ
リ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
証
明
制
度
合
同
作
業
部
会
に
お
い
て
、
同
国
の
取
引
資
格
を
暫
定

的
に

停
止
す
る
こ
と

が
決
定
さ
れ
て
お
り
、
輸
入
禁
止
措
置
が
と
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く

だ
さ
い
。
 

２
 

該
当
品
目

 
（
略
）
 

平
成
１
４
年
１
２
月
２
７
日
付
け
経
済
産
業
省
告
示
第
４
４
３
号
（
輸
入
公
表
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示
）
に
よ
り
上
記
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
は
平
成
１
５
年
１
月
１
０
日
以
降
、
下
記
の
と

お
り
と
し
ま
す
。
 

た
だ
し
、
平
成
１

５
年
１
月
１
０
日
以
降
当
該
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
貨

物
が
平
成
１
５
年
１
月
９
日
以
前
に
船
積
み
さ
れ
た
場
合
に
は
、
下
記
の
手
続
は
適
用
し
な
い
こ

と
と
し
ま
す
が
、
こ
の
場
合
に
は
当
該
貨
物
が
平
成
１
５
年
１
月
９
日
以
前
に
船
積
み
さ
れ
た
こ

と
を
証
す
る
書
類
（
船
荷
証
券
又
は
航
空
機
の
場
合
は
Ａ
ｉ
ｒ
－
Ｗ
ａ
ｙ
ｂ
ｉ
ｌ
ｌ
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず

る
書
類
)
を
併
せ
て
税
関
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

な
お
、
平
成
１
２
年
８
月
２
５
日
付
け
輸
入
注
意
事
項
１
２
第
５
８
号
(
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
を
原

産
地
と
す
る

ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
の
二
号
承
認

制
移
行
に
つ
い
て
)
及
び
平
成
１
３
年
６
月
１
日
付

け

輸
入
注
意
事

項
１
３

第
１
２
号
(
リ
ベ
リ
ア
を
原
産
地
又
は
船
積
地
域
と

す
る
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

の

二
号
承
認
制
移
行
に

つ
い
て
)は

、
平
成
１
５
年
１
月
９
日
限
り
で
廃
止
し
ま
す
。
 

記

１
 
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
原
石
の
国
際
証
明
制
度
に
つ
い
て
 

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

の
不
正
取
引
が
世
界
各
地
の
紛
争
の
資
金
源
に
な
っ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、

平
成
１
４
年

1
1
月

５
日
ス
イ
ス
・
イ
ン
タ
ー
ラ
ー
ケ
ン
に
お
い
て
、
不
正
に
取
得
さ
れ
た
ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
原
石
の
輸
出
入
を
規
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
国
際
的
な
証
明
制
度
(以

下

「
キ
ン
バ
リ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
証
明
制
度
」
)
が
採
択
さ
れ
、
平
成
１
５
年
１
月
か
ら
ス
タ
ー
ト

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
当
該
制
度
に
お
い
て
は
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
原
石
の
輸
入
に
際
し
、

①
船
積
地
域
に
係
る
国
又
は
地
域
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
当
該
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
原
石
が
当
該

制
度
に
基
づ
き
取
り
扱
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
(
以
下
「
キ
ン
バ
リ
ー
・
プ

ロ
セ
ス
証
明
書
」
)
が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
原
石
の
輸
入
が
密
封
さ
れ

た
容
器
に
て
行
わ
れ
る
こ
と
、
③
非
参
加
国
か
ら
の
輸
入
を
行
わ
な
い
こ
と
が
義
務
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
 

２
 
該
当
品
目

 
（
略
）
 



 ３
 

当
該
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
 

中
央
ア
フ
リ
カ
を
原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
原
石
に
つ
い
て
は
、
キ
ン
バ

リ
ー

・
プ
ロ
セ
ス
証
明
制
度
合
同
作
業
部
会
の
決
定
に

基
づ
き
輸
入
禁
止
措
置
を
と
る
た
め
、

輸
入

承
認
を
行
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
他
ダ
イ

ヤ
モ

ン
ド
原
石
に
係
る
輸
入
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
と

お
り
と
し
ま
す
。
 

 

(
1
)
・

(2
)
 
（
略
）
 

 ４
 

キ
ン
バ
リ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
証
明
制
度
参
加
国
等
に
つ
い
て

 
（
略
）
 

 

 ３
 
当
該
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
 

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
原
石
に
係
る
輸
入
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
と
し
ま
す
。
 

    

(
1
)
 
・
(
2
) 

（
略
）
 

 ４
 
キ
ン
バ
リ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
証
明
制
度
参
加
国
等
に
つ
い
て

 
（
略
）
 

 
 



（別添６）

wakabayashihir
長方形



wakabayashihir
長方形

wakabayashihir
長方形
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